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す
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す
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規

則

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に

基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
五
号

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関

す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
の
範

囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に

基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成

十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
表
十
二
の
項
イ
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第

四
項
」
に
改
め
、
同
項
ト
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条

第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に

基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関

す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範

囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に

基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成

十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
表
八
の
項
イ
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
四

項
」
に
改
め
、
同
項
ト
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第

五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
三
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
西
東
京
市
新
町
四
丁
目
土
地
区
画
整
理
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
五
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
氏
名

下
田

敬
一

二

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
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三

施
行
地
区

西
東
京
市
新
町
四
丁
目
の
一
部

四

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

西
東
京
市
新
町
四
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

西
東
京
市
泉
町
三
丁
目
一
番
一
号

六

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日

七

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
延
長
す
る
。

八

変
更
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
五
年
八

月
十
八
日

昭
島
市
朝
日
町

一
丁
目
千
二
百

二
番
二
か
ら
同

番
九
ま
で
の
各

延
長一

〇
・
三
七

幅
員

四
・
〇
〇

一
部

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
５
号

火
災
予
防
施
行
規
程
（
昭
和
３７年

７
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
１７

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
９
月
２６日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

吉
田

義
実

第
６
条
の
５
の
２
中
「
第
１１条

の
２
第
３
項
」
を
「
第
１１条

の
２

第
１
項
第
１
号
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
５
年
１０月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
６
号

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
変
電
設
備
等
の
基
準
（
昭
和
５０年

１０月
東
京
消

防
庁
告
示
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
９
月
２６日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

吉
田

義
実

第
１
項
第
３
号
中
「
床
」
の
次
に
「
、
壁
、
柱
等
」
を
加
え
る
。

第
２
項
第
３
号
オ
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
換
気
装
置
を
設
け
な
く
て
も
温
度
上
昇
及
び
爆

発
性
ガ
ス
の
滞
留
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
５
年
１０月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
き
い
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
草
の
根
支
援

二

代
表
者
の
氏
名

宇
野

眞
人

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

文
京
区
向
丘
一
丁
目
七
番
八
号

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
ほ

の
ぼ
の
内

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
五
年
二
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
年
二
月
十
七
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
か
よ
し
会

二

代
表
者
の
氏
名

岡
﨑

昌
史

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
鷹
市
井
の
頭
二
丁
目
二
十
一
番
十
八
号
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四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
令
和
十
年
二
月
十
八
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
開
発
教
育
協
会

二

代
表
者
の
氏
名

湯
本

浩
之

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

文
京
区
小
石
川
二
丁
目
十
七
番
四
十
一
号

富
坂
キ
リ
ス
ト
教

セ
ン
タ
ー
二
号
館
三
階

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
五
年
三
月
十
六
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
十
五
日
ま
で

一

名
称

セ
カ
ン
ド
ハ
ー
ベ
ス
ト
・
ジ
ャ
パ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

ベ
ー
レ
ス
・
ジ
ャ
ー
ン
・
ク
レ
ヴ
ェ
ン

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

台
東
区
浅
草
橋
四
丁
目
五
番
一
号

水
田
ビ
ル
一
Ｆ

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
五
年
四
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
年
四
月
十
日
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ナ
ン
足
立
扇
店

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
扇
三
丁
目
十
四
番
十
号

三

設
置
者
名

コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

足
立
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
月
二
十

六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
東
大
和
市
東
京
街
道
団
地
地
区
ま
ち

づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
南
敷
地

二

店
舗
所
在
地

東
大
和
市
清
原
三
丁
目
一
番
二
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｊ
Ｏ

四

意
見

ア

聴
取
者

東
大
和
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
月
二
十

六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
東
大
和
市
東
京
街
道
団
地
地
区
ま
ち

づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
北
敷
地

二

店
舗
所
在
地

東
大
和
市
清
原
一
丁
目
千
二
百
十
三
番
六
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｊ
Ｏ

四

意
見

ア

聴
取
者

東
大
和
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
月
二
十

六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

グ
ラ
ン
パ
ー
ク

二

店
舗
所
在
地

港
区
芝
浦
三
丁
目
四
番
一
号

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

意
見

ア

聴
取
者

港
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
九
月
五
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）



令和5年9月26日（火曜日）東 京 都 公 報（第17910号） ４
六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
月
二
十

六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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